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第５次泉大津市総合計画策定支援業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１．目的 

本市の最上位計画である第５次泉大津市総合計画の策定に際し、現在の本市の現状

やこれまでの取組の振返り、市内を取り巻く環境の変化等のデータ収集や高度な分析

が求められる。また、効果的な市民参画手法の導入や、市が既に示している各種政策

や分野別計画、国・府の関連計画との整合性及びその効果的な推進を図り、実効性の

高い計画となることが望まれる。 

よって、より優れた企画内容を取り入れるため、総合計画策定支援業務を担う受託

者を選定するにあたり、公募型プロポーザル方式を採用することとなった。 

この要領はその手続きについて必要な事項を定め、本市の示す条件に最も適した事

業者を厳正かつ公平に選定することを目的としたものである。 

 

２．業務概要 

(１)業務名 

第５次泉大津市総合計画策定支援業務 

(２)業務の内容 

別紙１「第５次泉大津市総合計画策定支援業務委託 仕様書（以下「仕様書」という。）」

のとおり 

(３)履行期限 

仕様書に記載のとおり 

ただし、各年度、各月の成果物等の納期限は契約締結時に定める 

(４)履行場所 

泉大津市役所(大阪府泉大津市東雲町９番１２号) 

(５)業務費限度金額 

業務費限度額  23,940,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

令和５年度 ： 12,209,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

令和６年度 ： 11,731,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３．参加資格 

本実施要項に基づき企画提案することが出来る者は、次の要件を全て満たす者であ

ること。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者

であること。 

（２）令和５年度・令和６年度の泉大津市入札参加有資格者名簿に登録されている者で

あること。 
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（３）「参加申込書（様式１）」の提出時において、泉大津市から指名停止又は指名回避

の措置を受けていない者であること。 

（４）泉大津市暴力団排除条例（平成 24年泉大津市条例１号）第２条に規定する暴力団

員又は暴力団密接関係者に該当しない者であること。 

（５）次のいずれかに該当する法人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている法

人でないこと。 

①旧会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号）第 30 条第１項若しくは第２項又は会

社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条第１項若しくは第２項の規定に基づ

き更生手続き開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者 

②民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条第１項又は第２項の規定に基づ

き再生手続き開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者 

③会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 17 年法律第 87 号）

第 64条による改正前の商法（明治 32年法律第 48号）第 381条第１項の規定によ

る会社整理の開始の申立て又は同条第２項の規定による通告がなされている者 

（６）過去 10 年間（平成 25 年６月から令和５年５月まで）において、自治体における

長期総合計画等に関する計画策定業務の実績を有していること。なおここで言う実績

とは、本件業務を受託した実績であり、アンケート調査等の業務の一部を受託した実

績は含まないものとする。 

（７）本業務を総括する管理技術者として、自治体における長期総合計画等に関する計

画策定業務の業務実績がある者を配置できること。 

（８）近畿２府４県に本店又は支店、営業所などの事業活動拠点を有し、その拠点に所

属する要員が業務に従事することができること。 

 

４．プロポーザル実施スケジュール 

募集開始 令和５年５月 19日（金） 

参加申込書提出期間 令和５年５月 19日（金）～令和５年５月 30日（火） 

参加承認書の送付 令和５年５月 31日（水） 

質問書提出期間 令和５年５月 19日（金）～令和５年５月 26日（金）正午 

質問書回答日 令和５年５月 29日（月） 

企画提案書提出期間 令和５年５月 31 日（水）※参加承認書受取後～令和５年６

月 16日（金） 

辞退届提出期限 令和５年６月 16日（金） 

第１次審査 令和５年６月 19日（月） 

第１次審査結果通知日 令和５年６月 21日（水） 

第２次審査 令和５年６月 26日（月） 

結果通知、結果公表 令和５年６月 28日（水）（予定） 
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５．参加申し込み 

「３．参加資格」を満たし、本プロポーザルに参加を希望する場合は、下記の必要

書類をすべて揃えて提出すること。なお参加申込書の提出がない場合は、企画提案書

を受け付けないため留意すること。 

（１）提出書類・提出部数 

①参加申込書（様式１、正本１部） 

②会社概要書（様式２、正本１部） 

③業務実績書（様式３－１・様式３－２、正本１部ずつ） 

（ア）様式３－１には、泉大津市を含む地方公共団体の長期総合計画等の計画策

定業務実績を記入すること。 

（イ）様式３－２には、泉大津市における長期総合計画等を含む行政計画の策定

業務実績を記入すること。 

（ウ）ただし、元請けとして契約した業務のみに限る。 

（エ）業務実績書記載の契約案件の契約書の写しを添付すること。 

④管理技術者業務実績書（様式４－１・様式４－２、正本１部ずつ） 

契約締結後に管理技術者となる予定者について、③業務実績書と同様に記入す

ること。 

（２）提出方法 

提出書類は持参又は郵送により提出すること。 

持参する場合は、泉大津市役所の閉庁日を除き、平日の午前８時 45分から午後５

時 15分までの時間帯に限る。 

郵送の場合は、配達記録が残る方法で提出期限日必着とする。 

（３）提出期限 

令和５年５月 19日（金）から令和５年５月 30日（火）まで 

（４）提出先 

泉大津市政策推進部政策推進課（詳細は「12．事務局」のとおり） 

（５）提出書類作成の留意事項 

①提出された参加申込に関する書類の修正又は変更は出来ない。 

②提出された参加申込に関する書類は返却しない。 

（６）参加の承認 

参加承認の可否については、令和５年５月 31日（水）までに、参加申込書に記載

された担当者 E-mailアドレスに電子メールで通知する。 

（７）質疑の提出及び回答 

本プロポーザルに関して質問がある場合は、以下のとおり提出すること。 

①提出書類 質問書（様式５） 
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②提出方法 電子メール 

（ア）件名は「プロポーザル質疑：会社名」と記載すること。 

（イ）受信確認のため、提出した旨を電話で連絡すること。 

（ウ）電話対応時間は、開庁日の８時 45分から 12時まで及び 12時

45分から 17時 15分までとする。 

③提出期限 令和５年５月 19日（金）から令和５年５月 26日（金）正午まで 

④提出先  「５．参加申し込み」の「（４）提出先」と同様とする。 

⑤回答日  令和５年５月 29日（月） 

⑥回答方法 各事業者からの質問事項をすべて取りまとめ、回答日の午後５時ま

でに泉大津市のホームページにおいて掲示する。 

⑦その他  「③提出期限」を過ぎた質問等、指定した方法以外による質問には

回答しないため留意すること。 

 

６．企画提案書等の提出 

参加承認を受けた参加事業者は、仕様書等に基づき最適な提案を行うものとする。な

お提案に当たっては、企画提案書等として以下のとおり書類を提出すること。 

（１）提出書類・提出部数 

①企画提案届出書（様式６、正本１部） 

②企画提案書（様式７） 

③工程表（任意様式）     

④実施体制調書（様式８） 

⑤見積書（任意様式、正本１部） 

（２）提出方法 

「５．参加申し込み」の「（２）提出方法」と同様とする。 

（３）提出期限 

令和５年５月 31日（水）から令和５年６月 16日（金）まで 

（４）提出先 

「５．参加申し込み」の「（４）提出先」と同様とする。 

（５）提出書類作成の留意事項 

①提出された企画提案に関する書類の修正又は変更は認めない。 

②提出された企画提案に関する書類は返却しない。 

③提出期限までに企画提案書の提出がない場合は、辞退したものとみなす。 

（６）提案書類等の作成要領 

①企画提案届出書（様式６） 

②企画提案書（様式７） 

（ア）仕様書及び「７．企画提案について」を踏まえ、PRしたいポイントや提案

②～④を１部としてセットしたものを 10部 

②～④には会社名、ロゴマーク等、作成者が誰で

あるかわかる表示は一切しないこと。 
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趣旨などを簡潔・明確にわかりやすく、具体的に記載すること。 

（イ）両面印刷で 20ページ以内を原則とする。 

（ウ）提案書は、１社１案とする。 

（エ）提案内容は見積書金額内で実現可能な範囲とし、プロポーザル終了後の契

約締結時においては、実現を約束したものとみなす。 

③工程表（任意様式） 

（ア）Ａ４版又はＡ３版の、自由様式とする。 

（イ）別紙２「第５次泉大津市総合計画の作成スケジュール案」を参考に、２か

年の手順や業務スケジュールを記載すること。 

（ウ）企画提案者と本市の役割分担が明確に分かるようにすること。 

④実施体制調書（様式８） 

⑤見積書（任意様式） 

（ア）Ａ４版の自由様式とする。 

（イ）消費税及び地方消費税を除いた価格並びに税込価格を記載すること。 

（ウ）業務内容別に積算根拠を具体的に示す内訳書を添付すること。 

（エ）各年度別に、見積書及び内訳書を作成すること。 

（オ）「２．業務委託の概要」の「（５）業務費限度金額」を超える金額の場合は

失格とする。 

 

７．企画提案について 

提案書類等を作成する際は、以下を市の考え方として参考にすること。 

（１）業務に関する基本的な知識や考え方 

①社会情勢の変革期における総合計画のあり方について 

少子高齢化や人口減少はもとより、国際情勢や世界環境が大きく変化する現代

において、本市がこれからも魅力あるまちづくりを進めるために、総合計画策定

にかかる考え方を提案すること。 

（２）業務内容について 

①市民等や職員の参画手法について 

次期総合計画策定のプロセスにあたって、泉大津市のめざす姿を市民等（関係

団体や事業者を含む）や市職員の１人１人が考え、その意見を発言し、議論する

場を設定するという性質上、幅広い市民の参画が望まれる。特に、若年層の参画

は非常に重要であり、「まちづくり」を行う主体であるという意識醸成の機会と捉

えることが出来る。また議論は、より活性化し有意義なものとなることが求めら

れ、会議を経て合意形成が図られることが肝要である。 

以上期待されることを踏まえ、より効率的・効果的に様々な主体が参加できる

仕組みや、アンケートに代わる意向把握手段、会議運営の手法について提案する
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こと。また、職員の長期的な視点、広範囲にわたる視点を磨くという観点から、

人材育成の手法として職員の参画の仕方等についても提案すること。 

②各種検討会議体制と運営方法について 

次期総合計画策定にあたっては庁内外において各種検討会議が実施される中、

全ての会議がスムーズに進行されることが求められる。主な会議属性として、専

門的な知見を取り入れるための学識経験者の参画や、基本計画を策定するための

分野別会議における職員間での調整などがある。 

現総合計画策定時の各種検討会議（仕様書「７．業務内容（５）の【参考】」）

を参照の上、より効率的な各種検討会議体制及び運営方法と、その運営にあたっ

て受託者の役割と市の役割を提案すること。 

③総合計画と個別計画における整合性及び効率的な策定過程・進捗管理について 

総合計画は市の最上位計画であるため、分野ごとに策定される市の計画との一

貫性や整合性を図ることは現総合計画においても実践されている。 

それに加え、近年は分野別計画が多く策定され、その進行管理や評価も行って

おり、総合計画の基本計画との重複が散見される。個別計画における策定・事業

実施・進行管理・評価までのプロセスが、総合計画の基本計画と連動し、無駄の

ない進行管理がなされるような手法について提案すること。 

④総合計画の PRについて 

作成した総合計画について、市民に広く PRするため、分かりやく親しみやすい

動画の作成を予定している。その内容や動画等を使った PR方法について提案する

こと。 

⑤その他仕様書に記載のある業務内容及び記載のない事項の独自提案について 

上記以外に、仕様書の記載有無及びその内容にとらわれず、独自提案がある場

合は、提案すること。 

 

８．委託候補者の選定方法 

委託候補者の選定にあたっては、第５次泉大津市総合計画策定支援業務委託公募型

プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）が、以下のとおり企画提案の

内容を公正かつ客観的に評価を行う。審査は、第１次審査及び第２次審査を実施し、

それぞれの審査基準項目と配点は別紙３「審査基準」のとおりとする。なお、企画提

案者が１者のみの場合においても審査はおこなうものとする。審査委員会は非公開と

し、第１次審査、第２次審査ともに、審査結果、審査内容、採点に関する質問・異議

申し立ては一切受け付けない。 

（１）第１次審査の実施 

事務局において別紙３のとおり書面審査による第１次審査を行い、合計点数の

上位３者を第１次審査通過者として選定し、第２次審査の対象者とする。なお、
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第１次審査の合計点数が 30点に満たない場合は、失格とする。 

第２次審査対象に選定された者には、その旨と集合時間を記載した「プレゼン

テーション等開催通知書」を発出する。第２次審査対象に選定されなかった者に

は、非選定の旨とその理由について通知する。なお、これらの通知は、令和５年

６月 21日（水）に電子メールにて全参加事業者に対して行う。 

（２）第２次審査の実施 

企画提案書等の記載内容について評価するため、次のとおりプレゼンテーショ

ン及びヒアリングを実施する。 

①実施日時 

令和５年６月 26日（月） 

詳細はプレゼンテーション等開催通知書で指定する。 

②実施場所 

大阪府泉大津市東雲町９番 12号 泉大津市役所 ３階大会議室 

③実施方法 

（ア）プレゼンテーションの順番は、参加申込書の提出順とする。 

（イ）企画提案者は控室に集合し、１者ずつ順番に職員が会場へ案内す

る。持ち時間は１者につき 40 分程度（プレゼンテーションを 20

分以内、質疑応答（ヒアリング）を 20分程度）とする。 

（ウ）「６．企画提案書等の提出」の「（１）提出書類②～④」としてあ

らかじめ提出した企画提案書等の内容について、わかりやすく簡

潔に説明すること。 

（エ）追加資料の配付は認めない。 

（オ）「６．企画提案書等の提出」の「（１）提出書類②～④」を補完す

る資料として、Microsoft PowerPoint形式のデータを投影したプ

レゼンテーションを行うことを可とする。なおこの場合は、以下

のとおり、あらかじめ事務局へデータを提出すること。提出後に

データを修正し、プレゼンテーションを行うと失格となるため留

意すること。 

提出方法：電子メール 

・受信確認のため、提出した旨を電話で連絡すること。 

・電話対応時間は、開庁日の８時 45分から 12時まで

及び 12時 45分から 17時 15分までとする。 

提出先：「５．参加申し込み」の「（４）提出先」と同様とする。 

提出期限：令和５年６月 23日（金）正午まで 

（カ）プレゼンテーションに必要なパソコン等の機器類（電子データを

含む）は、各企画提案者が持参すること。なお、プロジェクター
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とスクリーンは事務局が用意したものを使用すること。 

（キ）原則として、契約締結後に管理技術者となる予定の方が説明及び

回答を行うこと。 

（ク）会場に入室できるのは、３名以内とする。 

（ケ）プレゼンテーション時の資料は全て社名等を秘匿したものを使用

し、提案事業者は、名札やバッチ等自社の社名を特定できるよう

なものを身に付けず、自社の社名等を発言しないこと。 

（コ）プレゼンテーション及びヒアリングは非公開とする。 

（サ）欠席した企画提案者の第２次審査は実施しない。 

④選定結果通知（第２次審査の結果通知）について 

 第２次審査についても、別紙３の基準に基づき評価する。第１次審査（50

点満点）と第２次審査（100点満点）の合計が、最も高い企画提案者を優先交

渉権者として選定する。令和５年６月 28 日（水）（予定）に「選定結果通知

書」を電子メールにて第２次審査参加事業者に送付する。「選定結果通知書」

では採点結果を記載し、優先交渉権者として選定された事業者及び次点とな

った事業者には、その旨も通知する。なお、第１次審査と第２次審査の合計

が 90点に満たない場合は失格する。 

⑤プロポーザルの審査結果の公表について 

上記の審査を経て、委託候補者として特定した者についての名称と、本プ

ロポーザル結果を泉大津市ホームページで公開する。 

 

９．企画提案者の失格 

企画提案者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１）「３．参加資格」の要件を満たさなくなった場合 

（２）見積金額が業務費限度額を超えた場合 

（３）第１次審査の合計点数が 30点に満たない場合 

（４）第２次審査において、あらかじめ事務局へ提出したプレゼンテーションデータを

変更し、プレゼンテーションを行った場合 

（５）第１次審査と第２次審査の合計が 90点に満たない場合 

（５）提出書類等に虚偽の記載があり、審査委員会が失格と認めた場合 

（６）審査の公平性を害する行為があった場合 

（７）企画提案者が、契約を履行することが困難と認められる状態に至り、審査委員会

が失格と認めた場合 

（８）企画提案にあたり著しく信義に反する行為があり、審査委員会が失格と認めた場

合 
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10．契約について 

（１）契約方法 

①審査委員会で選定された最も高い評価を得た提案者（優先交渉権者）が、第５次

泉大津市総合計画策定支援業務委託（随意契約）の委託候補者となる。 

②業務委託契約の締結は、本市が設定する予定価格の範囲内で、委託候補者と交渉

を行う。 

③委託候補者と契約締結交渉の結果、合意に至らなかった場合、または委託候補者

の本提案における失格事項、若しくは、不正と認められる行為が判明した場合は、

本市が設定する予定価格の範囲内で、次の順位の者と交渉する。 

（２）契約内容の調整、仕様書の確定 

委託候補者と市が業務内容等の調整を行い、業務委託仕様書を確定します。契約内

容は、仕様書、質疑回答書、企画提案書、プレゼンテーション資料及びその内容に

基づき決定するものとし、提案内容は実現を約束したものとみなす。 

（３）見積書の提出 

委託候補者は、確定した契約内容に基づき契約締結に向けた見積書を提出する。 

（４）業務委託契約書 

別紙４「業務委託契約書（案）」のとおり 

（５）契約保証金 

契約保証金については、契約金額の 10分の 1に該当する額以上とし、次のいずれか

に掲げる保証を付さなければならない。 

①現金の納付 

②この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険（定

額填補特約付）契約の締結 

 

11．その他留意事項 

（１）本プロポーザルに参加する費用は、すべて提案事業者の負担とする。 

（２）やむを得ない理由等により、プロポーザルを実施することができないと認めると

きは、中止または取り消す場合がある。その場合においても、プロポーザルに要

した経費を泉大津市に請求できない。 

（３）提出書類の著作権は提案事業者に帰属する。なお、提出書類は企画提案選定を行

う作業に必要な範囲において、複製をすることがある。また、泉大津市情報公開

条例(平成 10 年泉大津市条例第 10 号)に基づき請求があった場合は、公開の対象

となる。 

（４）参加申込書の提出後に辞退する場合は、辞退届（様式９）を令和５年６月 16日（金）

午後５時 15分までに、政策推進課へ提出すること。辞退は自由であり、辞退して
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も以後における不利益は無い。 

 

12．事務局 

   本業務に関する事務局及び問い合わせ先は、下記のとおり。 

      泉大津市政策推進部政策推進課 竹村、中島 

      〒５９５－８６８６ 

      泉大津市東雲町９番 12号 

      ＴＥＬ ０７２５－３３－１１３１ 

   ＦＡＸ ０７２５－２１－０４１２ 

      E-mail seisaku@city.izumiotsu.osaka.jp 

     

附 則 

 この要領は、令和５年５月 19日から施行し、業者選定後、委託契約を締結した翌日をも

ってその効力を失う。 

 


